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１ 対象となるお客さま 

(1) この選択約款（市場連動型プラン特約）（以下「この選択約款」といいます。）は、当社の電気需

給約款〔高圧・特別高圧〕（以下、「需給約款」といいます。）にもとづき、需給約款等にて規定さ

れる需給契約（以下「需給契約」といいます。）に付加して適用する特約を定めるものです。 

(2) この選択約款は、需給約款等の適用を受けるお客さまであって、この選択約款における特約の適

用を希望し、当社との協議が調ったお客さまに適用いたします。 

 

２ 特約 

この選択約款における特約は、市場連動型プラン特約といたします。 

 

３ 特約の内容 

この選択約款の適用を受ける需給契約において電力量料金単価は４（補正後平均市場価格の算定）で

定める補正後平均市場価格とし、電力量料金はその 1 月の使用電力量に補正後平均市場価格を乗じて

算定いたします。この場合、電力量料金には、２０２２年４月１日実施の電気需給約款〔高圧・特別

高圧〕においては需給約款別表６（燃料費調整）および別表 7（離島ユニバーサルサービス調整）にて

算定され、２０２３年６月１日実施の電気需給約款〔高圧・特別高圧〕においては、別表９（燃料費

等調整）にて算定される燃料費等調整額を差し引きせず、また加えません。 

 

４ 補正後平均市場価格の算定 

(1) １キロワット時あたりの平均市場価格は、翌日取引を行なうための卸電力取引市場における各平

均市場価格算定期間の商品（卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。）ごとの売買取引

における価格（売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものと

して各需要場所が属する供給区域において売買取引を行なうものに限ります。）の合計を、各平均

市場価格算定期間における商品の数により除した額といたします。なお、平均市場価格の単位は、

１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

(2) 損失率は、各一般送配電事業者が託送供給等約款においてそれぞれ定める値とし、当社は需要場

所毎に当該需要場所を供給区域とする一般送送配電事業者が定める値を適用いたします。 

(3) 託送料金率は、各一般送配電事業者が託送供給等約款においてそれぞれ電圧区分毎に定める標準

接続送電サービスの電力量料金単価に託送供給等約款別表５（離島ユニバーサルサービス調整）

によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を差し引き、または加算したものとし、

当社は需要場所毎に当該需要場所を供給区域とする一般送送配電事業者が定める値を電圧区分毎

に適用いたします。 

(4) １キロワット時あたりの補正後平均市場価格は、次の算式によって算定された値といたします。

なお、補正後平均市場価格の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いた

します。 
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補正後平均

市場価格 
＝ 

(1)によって算定された平均市場価

格（消費税等相当額を加えたものと

いたします。） 

× 
１

１－(2)の損失率
 ＋ (3)の託送料金率 

(5) 各平均市場価格算定期間の補正後平均市場価格は、その平均市場価格算定期間に対応する補正後

平均市場価格適用期間に使用される電気に適用いたします。 

イ 各平均市場価格算定期間に対応する補正後平均市場価格適用期間はロの場合を除き、次のとお

りといたします。 

 

 

平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 補 正 後 平 均 市 場 価 格 適 用 期 間 

毎年１月１日から１月３１日までの期間 その年の１月の料金に係る計量期間等 

毎年２月１日から２月２８日までの期間（閏年
となる場合は、2 月２９日までの期間） 

その年の２月の料金に係る計量期間等 

毎年３月１日から３月３１日までの期間 その年の３月の料金に係る計量期間等 

毎年４月１日から４月３０日までの期間 その年の４月の料金に係る計量期間等 

毎年５月１日から５月３１日までの期間 その年の５月の料金に係る計量期間等 

毎年６月１日から６月３０日までの期間 その年の６月の料金に係る計量期間等 

毎年７月１日から７月３１日までの期間 その年の７月の料金に係る計量期間等 

毎年８月１日から８月３１日までの期間 その年の８月の料金に係る計量期間等 

毎年９月１日から９月３０日までの期間 その年の９月の料金に係る計量期間等 

毎年１０月１日から１０月３１日までの期間 その年の１０月の料金に係る計量期間等 

毎年１１月１日から１１月３０日までの期間 その年の１１月の料金に係る計量期間等 

毎年１２月１日から翌年の１２月３１日まで
の期間 

その年の１２月の料金に係る計量期間等 
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ロ 記録型計量器により計量する場合で、毎月初日以外の日付で定例的に計量される場合、各平均市

場価格算定期間に対応する補正後平均市場価格適用期間は次のとおりといたします。なお、計量

日以外の日付での解約等の事情により、毎月の定例的な計量日以外の日付で計量された場合に

おいても同様に次のとおりといたします。 

 

平 均 市 場 価 格 算 定 期 間 補 正 後 平 均 市 場 価 格 適 用 期 間 

毎年１月１日から１月３１日までの期間 その年の２月の料金に係る計量期間等 

毎年２月１日から２月２８日までの期間（閏年
となる場合は、2 月２９日までの期間） 

その年の３月の料金に係る計量期間等 

毎年３月１日から３月３１日までの期間 その年の４月の料金に係る計量期間等 

毎年４月１日から４月３０日までの期間 その年の５月の料金に係る計量期間等 

毎年５月１日から５月３１日までの期間 その年の６月の料金に係る計量期間等 

毎年６月１日から６月３０日までの期間 その年の７月の料金に係る計量期間等 

毎年７月１日から７月３１日までの期間 その年の８月の料金に係る計量期間等 

毎年８月１日から８月３１日までの期間 その年の９月の料金に係る計量期間等 

毎年９月１日から９月３０日までの期間 その年の１０月の料金に係る計量期間等 

毎年１０月１日から１０月３１日までの期間 その年の１１月の料金に係る計量期間等 

毎年１１月１日から１１月３０日までの期間 その年の１２月の料金に係る計量期間等 

毎年１２月１日から翌年の１２月３１日まで
の期間 

翌年の１月の料金に係る計量期間等 

 



 

4 

 

５ 特約の成立および適用期間 

(1) 特約は、お客さまが２（特約）に定める特約の適用を当社所定の様式により当社に申し込み、こ

れを当社が承諾したときに成立いたします。 

(2) 特約の適用開始日は、供給開始日といたします。 

(3) 特約の適用期間は、開始日から需給契約の終了日までといたします。 

 

６ 特約の廃止 

需給契約が消滅したときは、当該需給契約の消滅日をもって、特約の適用を廃止いたします。 

 

７ 提供の中止等 

当社は、天災地変、戦争、法令の制定または改廃、制度変更、取引環境の変化その他当社の責めによ

らない事由により特約の全部または一部の履行が困難となった場合は、当該特約の変更、提供を中止

または終了する場合があります。この場合には、当社は対象となるお客さまに対し、特約の提供を中

止または終了する日を当社が適当と認める方法により事前にお知らせいたします。また、当社は、こ

れによりお客さまが受けた損害について、賠償の責めを負いません。 

 

８ その他 

(1) この選択約款に定める事項は、需給契約とあわせて需給契約の一部を構成するものといたします。 

(2) この選択約款に定める事項について、需給約款等に異なる定めがある場合は、当該事項について

は、需給約款等によらず、この選択約款によるものとし、この選択約款に定めのない事項（この

選択約款の変更ならびにこの選択約款の変更にともなう供給条件の説明、契約締結前の書面交付

および契約締結後の書面交付に関する事項を含みます。）については、需給約款等によるものとい

たします。この場合、当該定めのない事項に需給約款等を適用するにあたっては、需給約款等の

うち「この需給約款」とあるのは、「この需給約款および選択約款」と読み替えるものといたしま

す。 
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附  則 

 

１ この選択約款の実施期日 

この選択約款は、２０２３年６月１日から実施いたします。 

 

 


